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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第50期
第３四半期
連結累計期間

第51期
第３四半期
連結累計期間

第50期

会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日

自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日

自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日

営業収益 (百万円) 187,545 147,841 238,427

経常利益又は経常損失(△) (百万円) 21,274 △179,620 △48,811

四半期純利益又は
四半期(当期)純損失(△)

(百万円) 10,426 △182,161 △96,010

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 9,138 △185,062 △98,311

純資産額 (百万円) 280,950 93,323 173,590

総資産額 (百万円) 1,171,018 910,203 1,079,164

１株当たり四半期純利益又は
四半期(当期)純損失(△)

(円) 82.22 △1,391.28 △757.09

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) 73.55 ― ―

自己資本比率 (％) 22.7 10.2 14.7

　

　

回次
第50期

第３四半期
連結会計期間

第51期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日

自  平成23年10月１日
至  平成23年12月31日

１株当たり四半期純利益 (円) 108.80 189.71

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．営業収益には、消費税等は含まれておりません。

３．第51期第３四半期連結累計期間及び第50期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、１

株当たり四半期(当期)純損失であるため、記載しておりません。

４．第50期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」(企

業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用し、遡及処理しております。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれる事業の

内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

　

(子会社との合併)

当社は、平成22年11月26日開催の取締役会決議及び合併契約に基づき、平成23年４月１日付けで当社を吸

収合併存続会社、当社の子会社であるアットローン株式会社(金融事業、保証事業)を吸収合併消滅会社とす

る吸収合併を行っております。

　
(子会社株式の売却)

当社は、平成23年５月18日開催の取締役会において、当社の完全子会社である株式会社Ｄｏフィナンシャ

ルサービス(金融事業)の全株式を売却することを決議し、同日に株式譲渡契約を締結いたしました。

① 株式譲渡の理由

当社の進める事業構造改革の一環として、本業である消費者金融事業への経営資源の集中を図るべく、

グループ会社の再編を進めるため、本売却を行うことといたしました。

② 売却先

合同会社ドルフィン

③ 当該子会社の主な事業内容

オートクレジット、診療報酬ファクタリング

④ 売却する株式の売却価額等

売却する株式の数 180,000株

売却時株式帳簿価額     1円

売却価額         180,000円

売却後の持分比率      －％

 

(親会社の異動)

当社は、平成23年９月30日開催の取締役会決議及び基本契約（以下、「同契約」）に基づき、株式会社三

井住友銀行（以下、「ＳＭＢＣ」）が当社の発行済株式等の全てを取得することを目的とした公開買付け

を実施したことにより、平成23年12月７日付けで、ＳＭＢＣ及びＳＭＢＣの完全親会社である株式会社三井

住友フィナンシャルグループ（以下、「ＳＭＦＧ」）は当社の親会社となりました。

また、同契約に基づく第三者割当増資による普通株式の募集につき、平成23年12月26日付けで割当先であ

るＳＭＦＧによる払込みが完了し、上記株式を発行したことにより、ＳＭＦＧは当社の主要株主となってお

ります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて

重要な変更及び追加があった事項は、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したも

のであります。

また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部　企業情報　第

２　事業の状況　４　事業等のリスク」の項目番号に対応したものです。

変更箇所及び追加箇所については＿＿＿罫で示しております。

　
1) 法的規制等に関するリスクについて

③利息返還請求の増加に関するリスクについて

当社グループが、上記の金利の引き下げ前に契約を締結した商品の中には、利息制限法の上限金利を超過

している商品があります。

利息制限法の上限金利を超過している部分の支払については、平成18年１月に最高裁で、約定利息の返済

が遅れた場合に期限の利益を喪失する契約条項が付されているケースでは、利息制限法超過部分の支払を

強制することになるため、任意性を要件とするみなし弁済の要件が充たされていないとの判断が下されま

した。また、平成21年１月には、利息返還請求権にかかる時効は、個別取引における利息返還請求権の発生時

点からではなく、取引終了時点から進行するという最高裁の判断が下されました。

こうした状況に対して、当社グループでは、平成24年３月期の第２四半期末に総額で395,100百万円の利

息返還関連の引当金（利息返還損失引当金、及び貸倒引当金中の利息返還にかかる元本充当分を含みます。

以下同じ）を有しており、将来発生する利息返還請求の増加リスクに対応しております。

しかしながら、今後、想定以上に利息返還請求が増加した場合や、最高裁において新たに貸金業者に不利

となる判断が下された場合、あるいは法令等が新たに改正された場合には、当社グループの業績、及び事業

展開に影響を及ぼす可能性があります。

10) 株式会社三井住友フィナンシャルグループとの業務・資本提携について

株式会社三井住友銀行（以下、「ＳＭＢＣ」）が、平成23年10月18日から実施しておりました、当社普通

株式等を対象とする公開買付けが、平成23年11月30日をもって終了し、その結果、平成23年12月７日付けで

ＳＭＢＣが当社普通株式を新たに91,020,096株取得し、当社の総株主の議決権に対する所有割合が過半数

となったため、株式会社三井住友フィナンシャルグループ（以下、「ＳＭＦＧ」）及びＳＭＢＣは当社の親

会社となりました。そのため、将来において銀行法等の関連法規制に変更があった場合、当社又はその子会

社等の営むことができる事業領域に制限を受ける可能性があります。

また、当社グループは、ＳＭＦＧグループの一員としてＳＭＢＣより平成23年12月末現在で225,861百万

円の融資を受けております。

しかしながら、事業環境の急速な変化等によって、当初の計画どおりに事業が進捗しない場合は、当社グ

ループの業績やＳＭＢＣとの融資取引等に影響を及ぼす可能性があります。
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14) 上場廃止となる見込みについて

当社は、平成23年12月21日の取締役会において、平成24年４月1日を効力発生日とする株式交換により、Ｓ

ＭＦＧの完全子会社となることを決議し、株式交換契約を締結しております。本株式交換により、当社はＳ

ＭＦＧの完全子会社となるため、東京証券取引所の株券上場廃止基準に従い、当社株式は平成24年３月28日

に上場廃止となる見込みです。上場廃止後は、東京証券取引所において当社株式を取引することはできませ

ん。また、上場廃止となることにより、資金調達の手段が限定されることが想定されますが、ＳＭＦＧグルー

プによる金融支援を受けることにより、当該リスクが当社の事業遂行に与える影響は軽微であると考えて

おります。
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２ 【経営上の重要な契約等】

　

三井住友フィナンシャルグループとの株式交換契約締結

当社は、平成23年12月21日開催の取締役会において、株式会社三井住友フィナンシャルグループ（以下、

「ＳＭＦＧ」）による当社の完全子会社化に関する平成23年９月30日付の基本契約に基づき、平成24年４

月１日を効力発生日とする株式交換（以下、「本株式交換」）により、当社をＳＭＦＧの完全子会社とする

ことを決議し、株式交換契約を締結いたしました。

なお、本株式交換の効力発生日に先立つ平成24年３月28日に、当社の普通株式は株式会社東京証券取引所

において上場廃止（最終売買日は平成24年３月27日）となる予定です。

(1) 株式交換の目的及び経緯

ＳＭＦＧによる当社の完全子会社化の目的は、当社とＳＭＦＧグループ各社との協働の一層の推進や

株式会社三井住友銀行（以下、「ＳＭＢＣ」）ブランド及びＳＭＢＣの営業チャネル等の積極的な活用

に加え、当社によるＳＭＦＧに対する第三者割当増資によって強化された財務基盤を最大限活用して当

社のさらなる業容拡大を図り、他のＳＭＦＧグループ各社と併せ、コンシューマーファイナンス事業にお

けるＳＭＦＧグループの地位をより強固なものとすることにあります。

(2) 株式交換の要旨

①株式交換日

  平成24年４月１日（予定）

②株式交換の方法

ＳＭＦＧ及び当社は、必要となる国内外の関係当局への届出、許認可の取得等を前提とし、平成24年

４月１日（予定）を効力発生日として、会社法第767条に基づき、ＳＭＦＧを株式交換完全親会社とし、

当社を株式交換完全子会社とする株式交換を行います。

本株式交換は、会社法第796条第３項の規定に基づき、株式交換完全親会社であるＳＭＦＧの株主総

会の承認を要しない場合（簡易株式交換）に該当し、また、会社法第784条第１項の規定に基づき、株式

交換完全子会社である当社の株主総会の承認も要しない場合（略式株式交換）に該当します。

(3) １株に割当てられる親会社の株式の数（株式交換比率）

当社の普通株式１株に対して、ＳＭＦＧの普通株式0.36株を割当交付致します。

但し、ＳＭＦＧが保有する当社の普通株式については、本株式交換による株式の割当てを行いません。

(4) 割当て内容の算定根拠等

ＳＭＦＧ及び当社がそれぞれ別個に、両社から独立した財務アドバイザー又は第三者算定機関に株

式交換比率の算定を依頼することとし、ＳＭＦＧはゴールドマン・サックス証券株式会社を財務アド

バイザーに、当社はフーリハン・ローキー株式会社を第三者算定機関にそれぞれ選定いたしました。
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ＳＭＦＧ及び当社は、それぞれの財務アドバイザー又は第三者算定機関から提出を受けた株式交換

比率の算定結果を参考に慎重に検討し、また、本株式交換に先立って行われたＳＭＢＣによる当社株式

を対象とする公開買付け（以下、「本公開買付け」）の諸条件及び結果並びにＳＭＦＧ株式の市場株

価水準その他の諸要因を勘案した上で、当社株式の評価については、本公開買付けの買付価格と同一の

価格を基準として両社間で交渉・協議を重ねました。その結果、ＳＭＦＧ及び当社は、本株式交換比率

は妥当であり、それぞれの株主の利益を損ねるものではないとの判断に至ったため、本株式交換比率に

より本株式交換を行うことにつき、平成23年12月21日に開催されたＳＭＦＧ及び当社の取締役会の決

議に基づき、両社間で本株式交換契約を締結しました。

　
(5)株式交換完全親会社となる会社の概要

（1）名称 株式会社三井住友フィナンシャルグループ

（2）所在地 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号

（3）代表者の役職・氏名 取締役社長　宮田 孝一

（4）事業内容 傘下子会社の経営管理、並びにそれに付帯する業務

（5）資本金 2,337,895百万円
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３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　
本文の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日において当社グループが判断したものであり

ます。

　
(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響

により、景気全体としては総じて厳しい状況が続いたものの、各種の政策効果などを背景に穏やかに持ち

直しております。しかしながら、電力供給の制約や原子力災害の影響に加え、欧州の政府債務危機などを

背景とした海外景気の下振れや為替レート・株価の変動等によっては、景気が下振れするリスクが存在

しております。

消費者金融業界におきましても、利息返還請求は減少の兆しが見えているものの、上限金利規制や貸金

業者に対する総量規制の導入に伴う市場規模の縮小といった厳しい事業環境に直面し、業界各社は営業

貸付金残高の減少を余儀なくされており、経営環境は依然として厳しい状態が続いております。

こうした環境の中、当社グループでは、前連結会計年度に断行したコスト構造改革並びにグループ経営

資源の選択と集中による効率化によって整った新たな経営基盤をベースに、「質、量ともにナンバー１の

コンシューマーファイナンスカンパニーの実現」を目指し、本業である消費者金融事業を中心に、営業力

強化を主眼とした取り組みに注力し、同時に、今後の成長分野として期待される保証事業や海外事業につ

きましても、積極的な営業展開及びコスト効率の追求に努めてまいりました。

一方、財務基盤に対する大きな制約要因となっている利息返還請求については、平成22年６月の総量規

制の導入や、同年９月の同業大手による会社更生法適用申請による影響等についてもデータの分析が進

み、利息返還関連の引当金(利息返還損失引当金、及び貸倒引当金中の利息返還にかかる元本充当分を含

む。以下同じ。)について足下においてより精緻な見積りが可能となったこともあり、第２四半期末におい

て同引当金の大幅な積み増しを行いました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の当社グループの営業収益は、営業貸付金利息が前年同期に比

べ38,730百万円減少したことを主因に、147,841百万円(前年同期比21.2％減)となりました。他方、上記の

とおり第２四半期末において利息返還関連の引当金の大幅な積み増しを行ったことにより、前年同期に

比べ貸倒引当金繰入額が15,155百万円、利息返還損失引当金繰入額が161,468百万円それぞれ増加し、営

業費用は前年同期に比べ160,487百万円増加の328,842百万円(前年同期比95.3％増)となりました。この

結果、営業損失は181,000百万円(前年同期は営業利益19,190百万円)、経常損失は179,620百万円(前年同

期は経常利益21,274百万円)となりました。また、前年同期に比して事業再編損などの特別損失が減少し、

四半期純損失は182,161百万円(前年同期は四半期純利益10,426百万円)となりました。

なお、上記の利息返還請求への大幅な積み増しにより毀損した当社の財務基盤を早急に改善させ、加え

て将来の成長戦略に向けた積極的な施策の推進を可能とするためには約1,200億円の資本増強が必要で

あると判断し、平成23年12月26日に、株式会社三井住友フィナンシャルグループ(以下、「ＳＭＦＧ」）を

割当先とする第三者割当増資を実施いたしました。本第三者割当増資の払込手続きが完了したことに

よって、株式会社三井住友銀行（以下、「ＳＭＢＣ」）に代わりＳＭＦＧが筆頭株主となりました。今後

につきましては、ＳＭＦＧグループ各社との協働の一層の推進やＳＭＢＣブランド及びＳＭＢＣの営業

チャネル等の積極的な活用に加え、本第三者割当増資により強化された財務基盤を最大限活用して当社

のさらなる業容拡大を図り、他のＳＭＦＧグループ各社と併せ、コンシューマーファイナンス事業におけ

るＳＭＦＧグループの地位をより強固なものとしてまいります。
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当第３四半期連結累計期間のセグメントの業績は、次のとおりであります。

　
①金融事業

金融事業につきましては、前連結会計年度に有人店舗を全廃し、顧客管理機能を全国４つの「お客様

サービスセンター」に集約し、非対面を中心とした体制での営業を開始しており、当第３四半期連結累計

期間においては、センター運営のさらなる効率化及び高度化に向けた取り組みを推進してまいりました。

一方、新たな有人拠点として全国21ヶ所に設置している「お客様サービスプラザ」では、対面によるカウ

ンセリングの拡充及び地域社会とのコミュニケーション強化を積極的に展開しており、新たなサービス

・価値の創造に努めてまいりました。

これら新体制による営業展開に加えて、平成23年５月には、幅広い顧客ニーズに応えるべく、貸出下限

金利を6.3％に引き下げ、商品・サービスの拡充を図っております。また、同じく平成23年５月から、イ

メージキャラクターに「カエル」を起用した新広告による訴求を開始しており、新規顧客獲得強化はも

とより、既存顧客のリテンション強化も含めた、集客力の向上にも注力してまいりました。

当第３四半期連結累計期間における金融事業の業績につきましては、総量規制の影響等により営業貸

付金残高及び当該利息収入の減少を余儀なくされた結果、営業収益は前年同期に比べ37,264百万円減少

し105,420百万円(前年同期比26.1％減)となりました。一方で、営業費用につきましては、前連結会計年度

に実施したコスト構造改革により、人件費等の営業費用を削減したものの、第２四半期末において利息返

還関連の引当金の大幅な積み増しを行った結果、貸倒引当金繰入額及び利息返還損失引当金繰入額が前

年同期に比べ大幅に増加したため、営業費用は前年同期に比べ162,231百万円増加の294,750百万円(前年

同期比122.4％増)となり、結果として、営業損失は189,987百万円(前年同期は営業利益10,217百万円)と

なりました。

　
②保証事業

保証事業につきましては、ＳＭＢＣと共同で展開する個人向け無担保ローン事業（カスケード事業）

が堅調に推移し収益に貢献したほか、地域金融機関への積極的な営業展開により、平成23年４月には株式

会社南日本銀行及びＳＭＦＧのグループ会社であるオリックス・クレジット株式会社と新たに提携を開

始したことに加えて、平成23年10月には九州幸銀信用組合と新たに提携を開始したことにより、当社の保

証業務提携先は182社となり、提携先数・保証残高共に順調に業容を拡大してまいりました。

当第３四半期連結累計期間における業績につきましては、営業収益が前年同期に比べ1,091百万円増加

の26,141百万円(前年同期比4.4％増)となり、また、営業費用につきましては、貸倒引当金繰入額が前年同

期に比して減少したことに加え、販売管理コストについても、三洋信販株式会社ならびにアットローン株

式会社との合併により業務効率化を推進した結果、営業利益は前年同期に比べ978百万円増加の13,103百

万円(前年同期比8.1％増)となりました。

 

③サービサー事業

サービサー事業につきましては、前連結会計年度に引き続き、中小企業金融円滑化法の影響を受け、金

融機関による不良債権の売却処理が低調に推移した結果、サービサー市場全体として厳しい事業環境が

継続しております。こうした環境の中、当該事業を営むアビリオ債権回収株式会社においては、過去の回

収実績を適切且つ弾力的にプライシングに反映させることで債権買取強化を図りつつ、加えて、回収業務

のさらなる効率化に向けた取り組みを推進してまいりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間における営業収益は、前年同期に比べ645百万円減少の8,222百万

円(前年同期比7.3％減)と減収を余儀なくされており、また、業務効率化による販売管理コストの圧縮に

努めたものの、営業利益につきましては前年同期に比べ692百万円減少の3,475百万円(前年同期比16.6％

減)となりました。
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④海外事業

海外事業につきましては、平成22年７月に事業をスタートした中国・深センに続き、平成23年５月に

は、同・瀋陽においても小額貸付会社として営業を開始するなど、中国本土での事業拡大に向けた取り組

みを着実に推進してまいりました。また、その他の既存子会社についても、さらなる収益力の強化に向け

た取り組みに注力しており、香港現地法人をはじめ堅調な推移を見せております。

当第３四半期連結累計期間における海外事業の業績につきましては、現地通貨ベースでは総じて順調

であったものの、円高による為替換算レートの影響から、営業収益は前年同期に比べて117百万円減少の

7,098百万円(前年同期比1.6％減)となりましたが、貸倒引当金繰入額が前年同期に比べて減少したこと

に加え、販売管理コストの圧縮に努めた結果、営業利益は前年同期に比べ381百万円増加の3,476百万円

(前年同期比12.3％増)となりました。

 

⑤その他

当社グループでは、これまで培った経営資源やノウハウを活用し、金融業向けシステム開発事業等に取

り組んでおりますが、金融周辺事業やその他事業については、消費者金融事業への経営資源の集中を目的

として、前連結会計年度より、事業の集約化や再編を推進してまいりました。この結果、当第３四半期連結

累計期間における営業収益は前年同期に比べ2,935百万円減少の714百万円(前年同期比80.4％減)、営業

利益は前年同期に比べ376百万円減少の217百万円(前年同期比63.5％減)となりました。

　

(注) 上記の営業収益は、各セグメント間の内部取引高相殺消去後の数値であります。

 

(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて168,961百万円減少して、

910,203百万円となりました。これは、現金及び預金が14,788百万円、営業貸付金が105,953百万円、短期貸

付金が32,987百万円それぞれ減少したことなどによります。

負債は、前連結会計年度末に比べて88,694百万円減少して816,879百万円となりました。これは、利息返

還損失引当金残高が94,696百万円増加したものの、営業貸付金残高の減少に伴う有利子負債残高が

157,896百万円、その他の引当金が7,275百万円それぞれ減少したことなどによります。

純資産は、前連結会計年度末に比べて80,267百万円減少して93,323百万円となりました。これは、第三

者割当増資により資本金が59,999百万円、資本剰余金が59,999百万円それぞれ増加したものの、当第３四

半期連結累計期間の業績が182,161百万円の四半期純損失となり利益剰余金が減少したこと、少数株主持

分が15,137百万円減少したことなどによります。

　
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。

　
(4) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 380,000,000

Ａ種優先株式 300,000

計 380,300,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成23年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年２月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 360,855,365同左
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は50株であります。

計 360,855,365同左 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成23年12月26日
(注)

225,988360,855 59,999 140,737 59,999 97,604

(注)  発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、平成23年12月26日付で第三者割当増資を行ったことによるも

のであります。

割当先 ㈱三井住友フィナンシャルグループ、１株当たりの発行価格531円、１株当たりの資本組入額265.5円

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成23年９月30日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成23年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

8,048,950
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

126,798,250
2,535,965 ―

単元未満株式
普通株式

19,465
― ―

発行済株式総数 134,866,665― ―

総株主の議決権 ― 2,535,965 ―

(注) １  「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式がそ

れぞれ500株(議決権10個)及び48株含まれております。

２  「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が37株含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成23年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
プロミス株式会社

東京都千代田区大手町
１丁目２番４号

8,048,950― 8,048,9505.97

計 ― 8,048,950― 8,048,9505.97

(注) 当第３四半期会計期間末の自己株式数は、8,030,628株であります。

　
　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりでありま

す。

　

役職の異動

新役名及び新職名 旧役名及び旧職名 氏名 異動年月日

取締役
常務執行役員

営業企画部、営業開発部担
当

取締役
常務執行役員

管理部、営業企画部、営業
開発部担当

立  石  義  之 平成23年10月１日

取締役
常務執行役員

営業企画部、営業開発部、
チャネル統括部担当

取締役
常務執行役員

営業企画部、営業開発部担
当

立  石  義  之 平成23年11月１日
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。)及び「特定金融会社等の会計の整理に関する命令」(平成11年総理府令・大蔵省令第

32号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成23年10月１日

から平成23年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年12月31日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 175,416 160,627

受取手形及び売掛金 24 27

営業貸付金 879,597 773,643

買取債権 24,743 26,078

短期貸付金 32,987 －

求償債権 27,591 21,825

その他 57,904 53,851

貸倒引当金 △175,315 △169,768

流動資産合計 1,022,947 866,285

固定資産

有形固定資産 18,436 9,203

無形固定資産 5,403 3,872

投資その他の資産

投資有価証券 23,732 23,281

その他 8,774 7,625

貸倒引当金 △129 △66

投資その他の資産合計 32,376 30,840

固定資産合計 56,216 43,917

資産合計 1,079,164 910,203
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 72,416 80,541

1年内償還予定の社債 59,300 111,891

1年内返済予定の長期借入金 150,952 115,283

1年内支払予定の債権流動化債務 35,463 28,249

未払法人税等 1,678 1,519

債務保証損失引当金 12,680 10,974

利息返還損失引当金 49,901 106,900

その他の引当金 9,339 616

その他 32,248 17,264

流動負債合計 423,980 473,238

固定負債

社債 146,372 70,197

転換社債型新株予約権付社債 42,000 －

長期借入金 144,321 105,726

債権流動化債務 34,958 15,999

利息返還損失引当金 107,202 144,900

その他の引当金 5,015 6,463

その他 1,722 354

固定負債合計 481,593 343,640

負債合計 905,573 816,879

純資産の部

株主資本

資本金 80,737 140,737

資本剰余金 127,326 154,889

利益剰余金 15,670 △134,251

自己株式 △57,419 △57,270

株主資本合計 166,316 104,105

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 47 △1,127

為替換算調整勘定 △7,953 △9,709

その他の包括利益累計額合計 △7,905 △10,837

新株予約権 42 56

少数株主持分 15,137 －

純資産合計 173,590 93,323

負債純資産合計 1,079,164 910,203
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

営業収益

営業貸付金利息 143,059 104,329

その他の金融収益 90 94

商品売上高 1,904 231

その他の営業収益 42,489 43,187

営業収益合計 187,545 147,841

営業費用

金融費用 11,958 10,130

商品売上原価 308 187

その他の営業費用

貸倒引当金繰入額 56,196 71,352

利息返還損失引当金繰入額 32,386 193,854

その他 67,504 53,317

その他の営業費用計 156,087 318,524

営業費用合計 168,354 328,842

営業利益又は営業損失（△） 19,190 △181,000

営業外収益

受取利息 81 55

受取配当金 160 281

持分法による投資利益 2,089 1,838

その他 595 301

営業外収益合計 2,928 2,477

営業外費用

支払利息 572 671

為替差損 － 241

その他 271 183

営業外費用合計 844 1,096

経常利益又は経常損失（△） 21,274 △179,620

特別利益

固定資産売却益 12 2,533

負ののれん発生益 － 1,085

その他 2,100 454

特別利益合計 2,113 4,073

特別損失

固定資産売却損 45 1,851

その他 9,338 1,690

特別損失合計 9,383 3,541

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

14,004 △179,088

法人税、住民税及び事業税 2,302 2,293

法人税等調整額 118 779

法人税等合計 2,420 3,072

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

11,583 △182,161

少数株主利益 1,156 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 10,426 △182,161
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

11,583 △182,161

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △33 △1,171

為替換算調整勘定 △2,411 △1,709

持分法適用会社に対する持分相当額 － △20

その他の包括利益合計 △2,445 △2,901

四半期包括利益 9,138 △185,062

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 7,981 △185,062

少数株主に係る四半期包括利益 1,156 －
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

(1) 連結の範囲の重要な変更

アットローン㈱は平成23年４月１日付けで当社を存続会社とする吸収合併により消滅しております。また、㈱

Ｄｏフィナンシャルサービスは、平成23年５月31日付けで全株式を売却したため、連結の範囲から除いておりま

す。

第１四半期連結会計期間より、重要性が増したため、PROMISE(SHENYANG)CO.,LTD.を連結の範囲に含めており

ます。

当第３四半期連結会計期間末より、重要性が乏しくなったため、㈱エージーカードを連結の範囲から除いてお

ります。

(2) 持分法適用の範囲の重要な変更

第１四半期連結会計期間より、重要性が増したため、PROMISE(SHENZHEN)CO.,LTD.を持分法の適用の範囲に含

めております。

　

【会計方針の変更等】

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

(会計上の見積りの変更)

顧客等から利息制限法の上限金利を超過して支払った利息の返還請求があるが、和解に至っていないもの及び

過去の返還実績を踏まえ、かつ最近の返還状況を考慮し返還見込額を合理的に見積もって、利息返還損失引当金及

び利息返還金のうち営業貸付金に充当される見積返還額を貸倒引当金(以下、利息返還に関連する引当金)として

計上しておりました。

当第３四半期連結累計期間においては、平成22年６月の貸金業法完全施行による総量規制の導入や同年９月の

同業大手による会社更生法適用申請による影響等についてもデータの分析が進み、足下においてより精緻な利息

返還に関連する引当金の見積りが可能となり、その結果、利息返還に関連する引当金の追加繰入を行いました。

これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失がそれぞれ201,400百万円増加しております。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

　
【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

(「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」等の適用)

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しております。

 
(自己株式の消却及び新株予約権等の取扱い)

当社は、平成23年12月21日開催の取締役会において、株式会社三井住友フィナンシャルグループを株式交換完全

親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、同日付に両社の間で株式交換契約を締結

し、自己株式及び新株予約権等の取扱いについて以下を予定しております。

(1) 平成24年３月31日までに行われる当社の取締役会の決議により、法令等に従い、同年４月１日までに有するこ

ととなる自己株式（株式交換に関して行使される反対株主の株式買取請求に係る株式の買取りによって当社が

取得する自己株式を含む。）の全部を同年４月１日をもって消却を予定しております。

(2) 当社は、平成24年３月31日までに、当社の発行する株式報酬型ストックオプション第１回新株予約権、株式報

酬型ストックオプション第２回新株予約権及び株式報酬型ストックオプション第３回新株予約権のすべてを、

その発行要項の規定に従って無償取得し、消却を予定しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

前連結会計年度

(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(平成23年12月31日)

  偶発債務

   (1) 信用保証業務の保証債務 534,017百万円

保証債務には、一部、未収利息が含まれていない保

証先があります。

  偶発債務

   (1) 信用保証業務の保証債務 564,528百万円
同左

    (2) 新株予約権付社債の繰上償還債務  2,100百万円    (2)          ――――――――――

当社発行の2015年満期ユーロ円建取得条項付転換

社債型新株予約権付社債(発行総額：42,000百万円)

には、社債権者の選択により平成25年７月24日にお

いて額面金額の105％で繰上償還請求が可能な条項

が付されており、発行総額の５％(2,100百万円)を繰

上償還債務として認識しております。

 

　
　

　

　

(四半期連結損益計算書関係)

該当事項はありません。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれ

んの償却額は、次のとおりであります。

　

前第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

減価償却費 3,367百万円

のれんの償却額 4,782百万円

減価償却費 2,234百万円

のれんの償却額 ―百万円
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月22日
定時株主総会

普通株式 1,268 10.00平成22年３月31日 平成22年６月23日 利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

　

当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

当社は、平成23年６月24日開催の定時株主総会決議に基づき、欠損をてん補するため、資本準備金

75,035百万円をその他資本剰余金に振り替え、当該その他資本剰余金の一部である32,303百万円を繰越

利益剰余金に振り替えるとともに、利益準備金12,263百万円及び別途積立金46,700百万円を繰越利益剰

余金に振り替えております。これにより、その他資本剰余金が42,732百万円、繰越利益剰余金が91,267百

万円それぞれ増加し、資本準備金が75,035百万円、利益準備金が12,263百万円、別途積立金が46,700百万

円それぞれ減少しております。

また、当社は、平成23年12月26日付で株式会社三井住友フィナンシャルグループより第三者割当増資の

払込みを受けました。この結果、資本金が59,999百万円、資本剰余金が59,999百万円それぞれ増加してお

ります。

なお、当第３四半期連結累計期間において利息返還関連引当金の大幅な積み増しを行い、四半期純損失

を計上しました結果、利益剰余金は182,161百万円減少しております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　
報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)３金融事業保証事業

サービ
サー事業

海外事業 計

営業収益 　 　 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客からの営業収益 142,68425,0508,8687,215183,8183,650187,46877187,545

セグメント間の内部
営業収益又は振替高

51 8,012 0 ─ 8,0641,99410,058△10,058 ─

計 142,73533,0638,8687,215191,8825,644197,526△9,981187,545

セグメント利益 10,21712,1244,1683,09529,60559430,199△11,00919,190

(注) １  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産業、テレマーケティング業、

コンピュータのシステム設計及び運用・開発業、自動車整備業、板金塗装業等を含んでおります。

２  セグメント利益の調整額△11,009百万円には、セグメント間取引消去45百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△11,054百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理

費であります。

３  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　
　

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　
報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)３金融事業保証事業

サービ
サー事業

海外事業 計

営業収益 　 　 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客からの営業収益 105,42026,1418,2227,098146,881714147,596245147,841

セグメント間の内部
営業収益又は振替高

△657 ─ 0 ─ △6571,184 526 △526 ─

計 104,76226,1418,2227,098146,2241,898148,122△281147,841

セグメント利益又は損失
(△)

△189,98713,1033,4753,476△169,931217△169,714△11,286△181,000

(注) １  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産業、コンピュータのシステム

設計及び運用・開発業等を含んでおります。

２  セグメント利益又は損失の調整額△11,286百万円には、セグメント間取引消去677百万円、各報告セグメント

に配分していない全社費用△12,370百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しな

い一般管理費であります。

３  セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　
　

EDINET提出書類

プロミス株式会社(E03708)

四半期報告書

21/25



　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

　
(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

　
(重要な負ののれん発生益)

平成23年４月１日付けで、連結子会社であったアットローン株式会社を完全子会社としたのち、当

社を存続会社とする吸収合併を行ったことにより、「金融事業」セグメントで1,042百万円、「保証

事業」セグメントで43百万円それぞれ負ののれん発生益を計上しております。

　
　
　
　

(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。

　
　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。

　
　
(デリバティブ取引関係)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引はありません。

　
　
(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

(1) １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純
損失(△)

82円22銭 △1,391円28銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益又は四半期純損失(△)(百万円) 10,426 △182,161

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
(△)(百万円)

10,426 △182,161

普通株式の期中平均株式数(株) 126,815,161 130,930,866

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 73円55銭 ―

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益調整額(百万円) ― ―

普通株式増加数(株) 14,940,304 ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結
会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

(注)  当第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であ

るため、記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

当社は、平成23年12月21日開催の取締役会において、株式会社三井住友フィナンシャルグループを株式交換完全

親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、同日付で両社の間で株式交換契約を締結し

たことにより、平成23年９月30日付の基本契約に基づき、2015年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付

社債を発行要項の規定に従い、組織再編事由により全額繰上償還することを平成24年２月３日に決定いたしました。

１．銘柄

2015年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債

 
２．繰上償還期日

 平成24年２月29日

 
３．繰上償還の内容

 償還前残存額面総額   42,000百万円  （額面 100円につき発行価格 100円）

 繰上償還の金額       42,718百万円  （額面 100円につき繰上償還価格 101.71円）

 繰上償還差損            718百万円  （特別損失）

 
４．償還資金の手当

全額を借入により充当する予定であります。

 

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成24年２月13日
プロミス株式会社
取締役会  御中

東陽監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    福  田  光  博    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    能  勢      元    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    澁  江  英  樹    印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているプロ
ミス株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平
成23年10月１日から平成23年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年12
月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連
結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、プロミス株式会社及び連結子会社の平成23年
12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示してい
ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　

強調事項
会計方針の変更等(会計上の見積りの変更)に記載されているとおり、会社は、利息返還に関連する引当金の
会計上の見積りの変更について記載している。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

　

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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